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シカゴ大学ビジネススクールクラブ・オブ・ジャパン 会則 
 

 

1998 年 5 月 17 日 制定 

 

 

 

第一条 名称  

本団体の名称はシカゴ大学ビジネススクールクラブ・オブ・ジャパン（以下、当クラブ）とい

う。 

 

第二条 目的 

1. 日本におけるシカゴ大学ビジネススクールの同窓生に交流を維持する社会、ビジネス上の

手段を提供すること 

2. 相互のビジネス上の問題を議論する場を提供すること 

3. シカゴ大学ビジネススクールに支援を提供すること 

 

第三条 会員 

第一項 会員 

その時々に課される会費、料金を支払ったシカゴ大学ビジネススクールの全卒業生、全在学生

は正会員となる。正会員は会則で定める条件に従い、その権利を有する。 

シカゴ大学の他の学部のビジネススクールの全卒業生、全在学生あるいは当クラブを支援する

個人、企業で代表者会議にて賛同され、会費を支払った者は準会員となる。教員は名誉会員と

なる。すべての会員を会員という。 

第二項 料金 

年会費と入場料はクラス代表会によって決定されるものとする。 

第三項 投票 

各正会員は年次総会で直接にあるいは郵便によってオフィサーにを投票する権利を有する。 

第四項 定足数 

メイル投票による者を含む会員の 4 分の 1 で定足数を構成する。あるいは、会員の 4 分の 1 が

10 人以上である場合、10 人が定足数を構成するものとする。 

第五項 会合 

会合は、クラブのオフィサーを統治する者が指定する日時、場所、目的で行われるものとする。

年次会議は 6 月ごろ東京で開催され、翌年度の予算、オフィサーの選任、およびその他重要案

件が会合の過半数で承認されるものとする。 

 

第六条 イベント委員会 

第一項 イベント委員会 

プレジデントは、特定のクラブのイベントのために随時イベント委員会を設立する。 
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第二項 イベント委員会委員 

各イベント委員は、クラス代表、オフィサーおよび/または他のクラブ・メンバーから選出され

る。 

 

第七条 雑則 

第一項 クラブ活動 

主要なクラブ活動は別紙に規定される。  

第二項 会計年度 

当クラブの会計年度は毎年 6 月 30 日に終了する。  

第三項 改正 

会則は年次総会の会員の過半数の投票にて全体、部分的な変更、修正、撤廃がなされる。 

 

第四条 オフィサー 

第一項 人数および選出方法 

オフィサーは当クラブの正会員でなければならない。選任されたオフィサーは、少なくとも 4

人で、チェアマン、プレジデント、デュプティ・プレジデント、トレジャラー、セクレタリー

およびダイレクターを含むものとし、各自は会則に規定された任務を持つ。クラブのオフィサ

ーはクラス代表会議で選出される。当クラブの各オフィサーの候補は、選挙に先立つ当クラブ

会合で正会員によって推薦されるものとする。 

第二項 プレジデント 

プレジデントは、最高運営責任者の役割をするものとし、当クラブのビジネス上の総括管理お

よびコントロールを行うものとします。プレジデントは、当クラブのオフィサーおよび会員の

会議の議長を務め、他のオフィサーとともに当クラブの名前で当クラブのために契約および協

定を作成、署名、あるいは署名の承認をし、一般に当クラブの運営のために必要な職務を遂行

する。  

第三項 ディプティ・プレジデント 

ディプティ・プレジデントは、プレジデントが随時定めたときにプレジデントの職務を遂行し、

プレジデントの不在時あるいは職務を遂行できない際に全権限と義務を引き受けるものとす

る。 

第四項 チェアマン 

チェアマンは、当クラブの活動を支援するために、当クラブ、プレジデント、デュプティ・プ

レジデントおよび他のオフィサーおよびディレクターに対して上級のアドバイザーの役割を

担う。チェアマンは、当クラブを代表し、プレジデント、ディプティプレジデントとともにシ

カゴ大学全体の同窓会、他のビジネススクール同窓会、および当クラブの目的に沿った他の協

会などの対外活動の際にクラブを代表する。 

第五項 セクレタリー 

セクレタリーは、すべてのオフィサーおよび会員の会議の議事を残し、クラブ(印鑑を有する場

合)の印鑑を保管するものとし、権限を与えられた際には書類に捺印するものとする。セクレタ

リーは通常のセクレタリーの全業務を行うものとする。 
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第六項 トレジャラー 

トレジャラーはその職務に慣習的な全任務を行うものとする。トレジャラーは当クラブへの支

払いをすべて集金し、クラブの資金に注意深く保管する責任を負い、その資金で必要なすべて

の支払いを行う。トレジャラーは当クラブの金融勘定を維持し、すべての受領額、残高および

支出額の記帳を行なう。これらの勘定は、いつでも会員により監査されるものとする。トレジ

ャラーは、クラブのオフィサーによって承認された金融機関で当クラブの名のもとに口座を維

持することを認められるものとする。 

第七項 ディレクター 

プレジデントは、クラブの機能を支援すべくディレクターを指名することができる。ディレク

ターは、同窓生情報、広報あるいは特別イベントのような特定の機能を管理し、プレジデント

やディレクター以外の当クラブのオフィサーに対するアドバイザーとしての責任を有する。 

第八項 オフィスの任期 

オフィサーの任期は 2 年間とする。最初の正規の任期は 1996 年 6 月にスタートする。オフィ

サーはが再任できる。 

第九項 退任 

オフィサーはいつでも正当な理由により、定足数が満たされたいかなる会議での過半数の投票

により、退任できる。 

 

第五条 クラス代表 

第一項 クラス代表 

クラスの代表は随時クラス代表会議に出席し、クラブのボード委員の役割を担う。クラス代表

はクラスの大多数の会員によって選出される。クラス代表は会員に対して会合、集いおよび他

のイベントを伝える、主要な連絡係りとして機能する。 

第二項 クラス代表会議 

クラス代表会議は最低年二回随時開催され、チェアマンが決定する、予算や他の財務、オフィ

サーの選出等、当クラブの重要な案件を議論し決定する。投票が必要な際は、出席するクラス

代表およびクラブ・オフィサーの過半数の支持に従う。 

 

第六条 イベント委員 

第一項 イベント委員 

プレジデントは、特定のクラブのイベントのために随時イベント委員会を設立することができ

る。 

第二項 イベント委員 

各イベント委員は、クラス代表オフィサーおよび(または)他の会員から選出される。 

 

第七条 雑則 

第一項 クラブ活動 

主要なクラブ活動は補足に規定される。 
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第二項 会計年度 

当クラブの会計年度は毎年 6 月 30 日に終了する。 

第三項 改正 

会則は年次総会の会員の過半数の投票にて全体、部分的な変更、修正、撤廃がなされる。 

 

 

 

補足 クラブ活動 

1. 年次総会 

当クラブは 6 月頃に年次総会を開催する。 

2. マンスリーギャザリング 

当クラブは毎月一度会員の会合を開催する。 

3. 特別イベントの企画 

当クラブはシカゴ大学教授講演等の特別イベントを企画する。 

4. 会員名簿の編集 

当クラブは会員名簿を編集、更新する。 

5. ニューズレターの発行 

当クラブは最低年一回ニューズレターを発行し会員に配布する。 

6. その他活動 

当クラブは以下のような他の活動を行う： 

インターネット・ホームページにクラブの活動の情報を掲示する。 

シカゴ大学への出願に関心ある者への支援。 

シカゴ大学ビジネススクールの学生が日本でインターンシップあるいは就職先を見つけるた

めの支援。 

日本におけるシカゴ大学ビジネススクールの広報活動。 

 


